
様式第１号（第３条関係） 

                       令和３年（2021 年）２月１日 

 

評価対象適用除外事業調書 

 

 つくば市大規模事業を実施する際の評価に関する要綱の適用除外とする事業は、

次のとおりです。 

 

事業名 （仮称）中根・金田台地区新設小学校建設事業 

事業期間 令和３年３月～令和８年３月 

概算事業費 51 億円～57 億円（学区割により変動） 

事業目的 栗原小学校を母体校とした、栗原小学校、九重小学校、栄小学校３

校からの分離新設小学校を建設し、教室不足の解消、教育環境の向

上を図る。 

事業概要 ・用地取得 

（春風台 16 番地１：45,037.11 ㎡、春風台 17 番地１：14,610.13

㎡ ） 

・小学校の校舎及び体育館建設、グラウンド整備一式工事 

適用除外とす

る理由 

要綱第３条第１項第 7 号該当 

（理由）  

中根金田台地区の区画整理事業により、区画整理地内に学区を

有する栗原小学校、九重小学校、栄小学校の３校の児童数が増加傾

向であり、それに伴い、令和４年度には、栗原小学校の普通教室が

不足（特別教室等の一時転用で対応）し、令和５年度には九重小学

校の普通教室が不足（特別教室等の一時転用で対応）し、さらに令

和８年度には、特別教室等を転用する対応でも普通教室が不足する

見通しである。 

特別教室の継続的な転用や、狭い敷地内への増築による教育環

境の悪化、増築工事に係る費用、中根金田台地区の土地区画整理事

業において計画されている学校用地の活用等を総合的に検討した

結果、令和２年 12 月、令和８年４月開校を目指して新設校を整備

するという結論に至った。 

開校までのスケジュールを考えると、早急に事業に着手しなけ

ればならない状況にあり、大規模事業評価を行う時間的猶予がな

く、適用対象除外とするものである。 

【問合せ先】教育局教育施設課 担当 大口・三井 
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別紙１ 

（仮称）中根金田台地区小学校建設事業について 

 

≪事業概要≫ 

・用地取得：① つくば市春風台 17 番地１ 

（独立行政法人都市再生機構所有地 14,610.13 ㎡） 

② つくば市春風台 16 番地１ 

（独立行政法人都市再生機構所有地 45,037.11 ㎡） 

 合計 59,647.24 ㎡（内平面部分 49,943 ㎡程度） 

[①・②用地内に（仮称）中根金田台地区小学校建設] 

 

・建設規模：小学校の校舎（15 学級～20 教室分程度を想定） 

      屋内運動場、グラウンド整備一式工事 

      ※校舎、屋内運動場の建設規模は学区の決定により変動 

 

≪事業実施スケジュール≫ 

令和３年３月 用地購入費予算計上、用地仮契約（令和３年６月議会上程） 

令和３年６月  計画地本契約 

令和３年～令和４年 学区審議会および住民説明 

令和４年７月～令和６年３月 新設校設計 

令和６年７月～令和８年３月 新設校建設工事（令和６年６月議会上程予定） 

令和８年４月 開校 

 

 

≪事業概要説明≫ 

中根金田台地区の区画整理事業の進展に伴う同地区の児童数増加に対応し、同

地区及び周辺地区の児童の良好な教育環境の確保を目指し、栗原小学校、九重小

学校、栄小学校からの分離新設校建設事業を令和８年４月供用開始へ向け実施す

る方針を令和２年 12 月決定した。 

なお、事業の実施に際し、つくば市大規模事業を実施する際の評価に関する要

綱第５条で定める評価の視点について、以下のように整理している。 

 

（1）事業の必要性 

 中根金田台地区の区画整理事業の進展と人口の定着に伴い、同地区内の児童数

は増加しているが、同地区内には、葛城・萱丸・島名の各区画整理事業のように

新設校は整備されておらず、同地区内の児童が周辺の既存校である栗原小学校、

九重小学校、栄小学校に通学していることから、既存校では児童数の増加による

教室不足が懸念されている。「つくば市学校等適正配置計画（令和２年３月策

定）」による児童数の推計では、今後も児童数の増加が推計されており、そのた
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め、栗原小学校では、令和４年度に普通教室が不足（特別教室等の一時転用で対

応）し、九重小学校においても、令和５年度には普通教室が不足（特別教室等の

一時転用で対応）し、さらに令和８年度には特別教室等を転用する対応でも普通

教室が不足する見通しとなっている。 

事業を実施しない場合、栗原小学校においては、継続的な転用により特別教室

が不足することで通常特別教室で行う教育活動（図工や音楽など）に制限がかか

ることや、九重小学校においては、狭い敷地内に増築を実施することにより、校

庭の一部が使用できず、体育の授業等の屋外活動の制限といった教育環境の悪化

が懸念されることから、同地区及び既存校の児童の良好な教育環境の確保のた

め、同地区への新設校の建設は必要不可欠な事業である。 

 

（2）事業の妥当性 

 栗原小学校を母体校とした、栗原小学校、九重小学校、栄小学校からの分離新

設校として、小学校を建設する。 

 建設規模は、中根金田台区画整理地区の児童増加推計から、普通教室 15 教室

程度と想定する。ただし、今後の学区の決定により、必要な建設規模も変動する

ため、用地確定後、速やかに開催する学区審議会、住民説明会により、学区を決

定することとなるが、同区画整理地区だけではなく、地区外の地域まで拡大する

場合は、最大普通教室 20 教室程度と想定する。 

建設予定地は、中根金田台地区土地区画整理事業において区画整理地内に教育

施設用地として計画されている土地を購入予定である。用地面積は① つくば市

春風台 17 番地１（独立行政法人都市再生機構所有地 14,610.13 ㎡）および② 

つくば市春風台 16 番地１（独立行政法人都市再生機構所有地 45,037.11 ㎡）合

計約 60,000 ㎡程度である（内平面部分面積は 49,943 ㎡程度）。想定の建設規模

に対し、十分な面積を有している。 

 なお、直近の新設校建設事業と同様、市が事業主体となり、国庫補助を最大限

活用し、基本実施設計及び建設工事を実施する。 

  

（3）事業の優先性 

 （1）でも述べたとおり、中根金田台地区の区画整理による児童増加に伴い、令

和４年度には、栗原小学校の普通教室が不足（特別教室等の一時転用で対応）し、

また、令和８年度には九重小学校の普通教室が特別教室等を転用する対応でも不

足する。 

整備が遅れた場合、特別教室の継続的な転用により、通常特別教室で行う教育

活動（図工や音楽など）の制限や、教室不足により校庭の一部が使用できず、体

育の授業等の屋外活動の制限といった教育環境の提供ができなくなることが想定

される。義務教育である小学校の施設整備は特に優先されるべきである。 
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（4）事業の有効性 

 事業未実施の場合、栗原小学校は継続的な転用により特別教室が不足すること

で通常特別教室で行う教育活動（図工や音楽など）に制限がかかることや、九重

小学校は令和８年度に児童生徒を受け入れられず、狭小な敷地内に増築を実施せ

ざるをえなくなり、児童の教育環境が著しく悪化する懸念がある。 

児童の教育環境悪化による影響を考えると、新設校を建設することにより、良

好な教育環境が維持及び整備される。 

新設校開校時期は、九重小学校が令和８年度に教室不足が発生することから、

令和８年度開校とすることで、九重小学校の増築費用の縮減にも資するため、有

効性が高いと言える。 

 

（5）事業の経済性・効率性 

 今回概算事業費を 51～57 億円程度と算出しているが、直近の事業と比較した場

合、普通教室 20 室程度規模の（仮称）研究学園小学校建設事業では、建設用地取

得（約 47,000 ㎡）から建設工事費までの事業費（見込み）が約 57 億円であるた

め、おおむね同等の事業費である。歳入では、文部科学省により交付される「公

立学校施設整備費負担金」や「学校環境改善交付金」などの国庫補助制度を最大

限活用し、財源確保に努める。さらに、建設公債なども活用しながら、財源の平

準化も図り、事業を展開していく。 

 

（6）地域への対応 

 以前より中根金田台地区新設校建設の要望が多数寄せられており、地域にとっ

て非常に関心の高い事業である。 

そのため、（仮称）中根金田台地区小学校建設事業地内はもとより、その他の

栗原小学校、九重小学校、栄小学校学区の住民や保護者の方々に対し、理解と協

力が得られるよう、学校と連携しながら、現状と今後の計画について丁寧に説明

を行っていく。 

 また、学区の再編等についても、地域への説明会を行い、意見の集約に努め学

区審議会の答申を踏まえて決定していく予定である。 
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（仮称）中根金
田台地区小学

校

用地確定後、学区審議会および住民説明
会により、新設校の学区を決定すること
で、建設規模を確定する。

供

用

開

始

学 区 審 議 会・住 民 説 明 会

設 計 業 務 建 設 工 事
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（仮称）中根・金田台地区小学校用地 位置図                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②春風台 16 番地１ 
 地積：45,037.11 ㎡  

① 春風台 17番地１ 
 地積：14,610.13 ㎡  

〇合計地積：59,647.24 ㎡  
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